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保険年金課
国民年金・医療費担当

ね・ん・き・ん
ミ ニ 知 識

経
済
的
な
理
由
や
災
害
等
に
よ
り
、
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
国
民

年
金
保
険
料
の
納
付
が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ

れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

令
和
５
年
度
の
免
除
申
請
の
受
け
付
け
は

７
月
か
ら
開
始
さ
れ
、
令
和
６
年
６
月
ま
で

の
期
間
を
対
象
と
し
て
審
査
さ
れ
ま
す
。

※
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
制
度
説
明
の
動
画
が
あ
り
ま
す
。

免
除
の
種
類

免
除

申
請
者
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年

の
所
得
等
を
審
査
し
て
、
全
額
ま
た
は
一

部
を
免
除
し
ま
す
。

納
付
猶
予

申
請
者
・
配
偶
者
の
前
年
の
所

得
等
を
審
査
し
て
、
一
時
的
に
納
付
を
猶

予
し
ま
す
。

※
50
歳
未
満
の
人（
学
生
を
除
く
）が
申
請
で

き
ま
す
。

留
意
事
項

○
申
請
日
か
ら
２
年
１
か
月
分
さ
か
の
ぼ
っ

た
免
除
申
請
も
で
き
ま
す
。

○
学
生
は
学
生
納
付
特
例
制
度
が
優
先
さ
れ

ま
す（
申
請
・
承
認
期
間
は
４
月
か
ら
翌

年
３
月
ま
で
）。

○
全
額
免
除
ま
た
は
納
付
猶
予
に
該
当
し
た

場
合
は
、
翌
年
手
続
き
を
し
な
く
て
も
継

続
し
て
申
請
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

保
険
年
金
課
国
民
年
金
・
医

療
費
担
当（
１
階
④
番
窓
口
）

お
知
ら
せ

７
月
15
日
か
ら
24
日
ま
で
は

夏
の
交
通
事
故
防
止
運
動

交
通
事
故
死
ゼ
ロ
を
目
指
す
日
・
歩
行
者
保

護
の
日

７
月
20
日
㈭

自
転
車
の
交
通
事
故
防
止
の
日
・
飲
酒
運
転

根
絶
の
日

７
月
24
日
㈪

問
い
合
わ
せ

危
機
管
理
課
交
通
安
全
・
防
犯
担
当

低
所
得
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金

対
象
と
な
る
世
帯
に
は
、
７
月
初
旬
に
支
給

の
お
知
ら
せ
ま
た
は
確
認
書
を
送
付
し
ま
す
。

送
付
内
容

〇
お
知
ら
せ
が
届
い
た
世
帯
…
前
回
支
給
さ
れ

た
口
座
に
振
り
込
み
ま
す（
手
続
き
不
要
）。

〇
確
認
書
が
届
い
た
世
帯
…
必
要
事
項
を
記
入
し
、

同
封
の
返
信
用
封
筒
で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
１
月
２
日
か
ら
６
月
１
日
ま
で
に
転
入
し

た
人
が
い
る
世
帯
や
住
民
税
未
申
告
の
人
が

い
る
世
帯
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

※
確
認
書
お
よ
び
申
請
書
の
提
出
期
限
は
、

９
月
30
日
㈯（
消
印
有
効
）で
す
。

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

生
活
福
祉
課
臨
時
特
別
給
付

金
担
当（
１
階
⑩
番
窓
口
）

☎
９
８
９－

２
２
０
０

７
月
は
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

強
調
月
間

〜
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち
直
り
を
支

え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
〜

「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」（
主
唱
・
法

務
省
）は
、
全
て
の
国
民
が
、
犯
罪
や
非
行

の
防
止
と
あ
や
ま
ち
を
犯
し
た
人
の
立
ち
直

り
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
に
お
い
て
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行
の

な
い
安
全
で
安
心
な
地
域
社
会
を
築
く
た
め

の
全
国
的
な
運
動
で
す
。
ま
た
、
再
犯
防
止

啓
発
月
間
で
も
あ
り
ま
す
。
立
ち
直
り
を
支

え
る
家
庭
や
地
域
を
つ
く
る
た
め
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

生
活
福
祉
課
地
域
福
祉
担
当

（
１
階
⑩
番
窓
口
）

水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
り
替
え
に
ご
協
力
を

水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
り
替
え
を
行
い
ま
す
。

地
域
を
分
け
て
取
り
替
え
る
た
め
、
使
用
期

間
が
十
分
に
残
っ
て
い
る
場
合
で
も
取
り
替

え
の
対
象
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
作
業

に
伴
い
、
委
託
先
の
指
定
工
事
事
業
者
が
敷

地
内
に
立
ち
入
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

期
間

７
月
21
日
㈮
〜
８
月
11
日
㈷

対
象
地
域

武
蔵
台
二
丁
目
・
武
蔵
台
三
丁

目
の
全
部
、
武
蔵
台
一
丁
目
・
武
蔵
台
五

丁
目
・
台
の
各
一
部

※
対
象
地
域
の
地
図
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

※
該
当
す
る
人
に
は
事
前
に
は

が
き
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

お
願
い
・
注
意
事
項

○
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
、
止
水
栓（
円
形
の

ふ
た
）の
上
に
物
を
置
い
た
り
、
付
近
に

犬
な
ど
を
つ
な
が
な
い
で
く
だ
さ
い
。

○
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
の
土
砂
を
取
り
除

い
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

〇
作
業
の
際
、
立
ち
会
い
は
不
要
で
す
。
留

守
で
も
交
換
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○
取
り
替
え
後
、
蛇
口
か
ら
濁
っ
た
水
が
出

た
と
き
は
、
少
し
の
間
水
を
流
し
、
き
れ

い
に
な
っ
て
か
ら
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

水
道
課
経
営
総
務
担
当

☎
９
８
９－

２
３
６
３

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
販
売
開
始

今
年
の
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
は
、
１

等
・
前
後
賞
合
わ
せ
て
７
億
円
。
同
時
発
売

の
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
は
１
等
・
前
後
賞

合
わ
せ
て
３
０
０
０
万
円
。

こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金
は
、
市
町
村
の
明

る
く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
使
わ
れ
ま
す
。

県
内
の
宝
く
じ
売
り
場
で
お
求
め
く
だ
さ
い
。

発
売
期
間

７
月
４
日
㈫
〜
８
月
４
日
㈮

抽
せ
ん
日

８
月
18
日
㈮

問
い
合
わ
せ
（
公
財
）埼
玉
県
市
町
村
振
興

協
会
☎
０
４
８－

８
２
２－

５
０
０
４

国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
制
度
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☎
04－

２
９
４
１－

６
５
３
５

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
し
込
み
は

お
早
め
に

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
し
込
み
期
限
は
、

９
月
末
日
ま
で
で
す
。
決
済
サ
ー
ビ
ス
に
よ

っ
て
は
期
限
前
に
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
お
早
め
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
か
ら
申
し
込
み
が

で
き
る
ほ
か
、
市
役
所
で
も
申
し
込
み
支
援

窓
口
を
設
け
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ

市
民
課
市
民
担
当（
１
階
②

番
窓
口
）

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

（
保
険
証
）の
更
新

新
し
い
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

（
保
険
証
）は
、
７
月
中
に
簡
易
書
留
で
郵
送

し
ま
す
。
受
け
取
り
に
は
、
受
領
印
が
必
要

で
す
。
不
在
の
場
合
は
郵
便
局
が
不
在
連
絡

票
を
投
函
し
ま
す
の
で
、
そ
の
内
容
に
基
づ

い
て
受
領
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
便
局
の
保
管

期
間
を
過
ぎ
た
場
合
は
、
市
で
保
管
し
ま
す
。

７
月
31
日
㈪
ま
で
に
保
険
証
が
届
か
な
い
、

保
険
証
の
内
容
に
変
更
・
誤
り
が
あ
る
場
合

は
、
左
記
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

有
効
期
限
が
切
れ
た
保
険
証
は
、
左
記
ま

た
は
各
出
張
所
へ
返
却
す
る
か
、
ご
自
身
で

裁
断
す
る
な
ど
の
処
分
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

保
険
年
金
課
国
民
年
金
・
医

療
費
担
当（
１
階
④
番
窓
口
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額

決
定
通
知
書
を
７
月
中
旬
に
発
送

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
世
帯
単
位

で
は
な
く
、
被
保
険
者
ご
と
に
保
険
料
を
納

め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
は
、
被
保
険
者
全
員
が
負
担
す
る

「
均
等
割
額
」
と
被
保
険
者
の
所
得
に
応
じ

て
負
担
す
る
「
所
得
割
額
」
の
合
計
額
で
す
。

金
額
や
割
合
は
、
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
が
決
定
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
世
帯
の
状
況
等
に
応
じ
て
均
等
割

額
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
保
険
料
額
決
定
通
知
書
に
同
封

す
る
「
保
険
料
の
し
お
り
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

保
険
年
金
課
国
民
年
金
・
医

療
費
担
当（
１
階
④
番
窓
口
）

７
月
は
青
少
年
の
非
行
・

被
害
防
止
特
別
強
調
月
間

青
少
年
の
非
行
や
犯
罪
被
害
防
止
の
た
め
、

家
庭
や
地
域
で
一
体
と
な
っ
て
健
全
育
成
活

動
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

夏
休
み
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
誘
惑
に
引
き
ず

り
込
ま
れ
や
す
く
な
る
時
期
で
す
。
ま
た
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
普
及
に
よ
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

等
で
の
ト
ラ
ブ
ル
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

青
少
年
が
犯
罪
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
、

皆
さ
ん
の
見
守
り
・
声
掛
け
等
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

生
涯
学
習
課
生
涯
学
習
担
当

飯
能
警
察
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

振
り
込
め
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
犯

人
か
ら
の
電
話
に
出
な
い
た
め
の
対
策
を
し

て
、
振
り
込
め
詐
欺
を
防
止
し
ま
し
ょ
う
。

〇
在
宅
中
も
常
に
留
守
番
電
話
に
設
定
す
る
。

〇
不
審
な
電
話
番
号
や
、
非
通
知
の
電
話
に

は
出
な
い
。

〇
「
通
話
内
容
を
録
音
す
る
」
警
告
メ
ッ
セ

ー
ジ
が
流
れ
る
防
犯
機
能
付
き
電
話
を
使

う
。

「
お
金
が
必
要
」
と
の
電
話
は
詐
欺
で
す
。

す
ぐ
に
対
応
せ
ず
、
家
族
や
知
人
・
警
察
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

飯
能
警
察
署
生
活
安
全
課

☎
９
７
２－

０
１
１
０

７
月
19
日
ま
で
は「
ダ
メ
。ゼ
ッ
タ
イ
。」

普
及
運
動
実
施
期
間

大
麻
・
覚
醒
剤
・
麻
薬
・
危
険
ド
ラ
ッ
グ

な
ど
の
薬
物
乱
用
は
、
自
分
の
人
生
だ
け
で

な
く
、
家
族
や
友
人
の
人
生
も
狂
わ
せ
て
し

ま
い
ま
す
。

県
で
は
、「
彩
の
国
さ
い
た
ま
『
ダ
メ
。

ゼ
ッ
タ
イ
。』
普
及
運
動
」
と
し
て
薬
物
乱

用
防
止
を
呼
び
掛
け
る
街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

お
よ
び
薬
物
乱
用
防
止
を
目
的
と
す
る
国
連

支
援
募
金
活
動
を
実
施
し
ま
す
。

正
し
い
知
識
を
身
に
付
け
、
薬
物
乱
用
を

根
絶
し
ま
し
ょ
う
。
薬
物
で
お
困
り
の
人
は
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

狭
山
保
健
所

　いつでも、どこでも、誰でも、条件次
第で熱中症にかかる危険性があります。

熱中症予防５つのポイント
〇熱くなる日は要注意
〇水分はこまめに補給
〇高齢者は上手にエアコンを
〇「おかしい⁉ 」と思ったら病院へ
〇周りの人にも気配りを

問 い合わせ
　保健相談センター健幸のまち推進担当
　☎985－5122

　今月の健幸ポイント対象
イベント一覧はこちら▶

７ のおすすめ
健幸チャレンジ月

をする
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